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市議会の活動の中心である定例会は、条例で年4回と定め
られており、おおむね2月･6月･9月･11月に開会します。
定例会を中心に市議会の1年間をご紹介します。

議会用タブレット端末を議会用タブレット端末を
導入しました導入しました

千葉市議会では、タブレット端末を全議員に貸与し、令和6年第4回定例会か
ら運用を始めました。タブレット端末を活用することで、これまで紙で閲覧し
ていた資料を電子データで閲覧できるようになり、ペーパーレス化が図られま
す。また、多くの電子資料の閲覧・検索をスムー
ズにするとともに、関連する国や他自治体のホー
ムページの検索などにより、議案審議や所管事務
調査、質疑･質問の一層の深化・充実が図られま
す。
今後、タブレット端末を有効に活用し、議会の
機能強化と議会活動の効率化に努めていきます。

新年度の予算審査
会派の代表による質疑の後、予算審査特
別委員会で詳しく審査し、予算に関する
指摘要望事項を市長に提出します。

市民福祉の向上･市勢の発展のための議会活動にゴールはあり
ません。
千葉市議会は、「市民の多様な意見を十分に把握し、公正かつ公
平な審議により意思決定を行うこと」「市民に開かれた議会運営
を行うとともに説明責任を果たすこと」「市民の負託にこたえる
議会のあり方を追求し、議会改革に継続的に取り組むこと」を原
則に活動しています。

開　　会開　　会

委員会審査委員会審査

市長から議会に議案（補正予算案や条例案など）
が提出され、会議の議題となります。

議案について会派ごとの勉強会を行います。

議案に対して疑問点を質問し、市長などが答えます。

議案を分野ごとに5つの常任委員会に分けて、詳
細に審査し、委員会としての可否を決めます。

議案研究議案研究

議案に関する質疑議案に関する質疑

市政全般について質問し、市長などが答えます。

議案について、これまでの質疑や委員会審査の内
容を踏まえた上で、賛成･反対の採決を行い、市議
会としての意思を決定します。

質問質問（（代表質問、一般質問代表質問、一般質問））

議　　決議　　決

閉　　会閉　　会

第1回定例会

新体制の決定
各常任委員会等の委員の改選を行
い、市議会の新体制を決めます。

第2回定例会

前年度の決算審査
会派の代表による質疑の後、決算審査特
別委員会で詳しく審査し、決算に関する
指摘要望事項を市長に提出します。

第3回定例会

市議会だよ
り

5月1日発行

市議会だよ
り

8月1日発行

市議会だよ
り

12月1日発
行

2月～
� 3月

6月

9月～
� 10月

代表質問
新年度の予算編成に向け、市長の考えや
市政のさまざまな課題について会派の
代表が質問し、新年度予算への要望をし
ます。

第4回定例会
11月～
� 12月

市議会だよ
り

2月1日発行

市議会の1年間は1月から始まります。市議会の1年間は1月から始まります。

スタートスタート！！

次次のの1年1年へへ

【1】ちば市議会だより 令和7年（2025年）2月1日

2･3面　主な会議日程／代表質問／常任委員会
4面　　 �議案の議決結果･会派別賛否状況／可決した主な議案／
　　　　請願・陳情の結果

主な
内容


